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※１ 着席時刻から試験に関する注意事項の説明を開始しますので、必ず同時刻までに受付を済ませ、着席してください。 

※２ 第２次試験専門試験（記述式・憲法）及び同論文試験（小論文）は、第１次試験日に実施します。 

※３ 論文試験（小論文）は、特例希望者のみの試験種目です。 

※４ 訴訟法（民事訴訟法又は刑事訴訟法）は、総合職試験（院卒者区分）のみの科目です。 

※５ 人物試験受験票で指定する日に実施します。 

最高裁判所 令和６年度 裁判所職員採用試験 受験案内 

 

第１ 受付期間 

 

 

 

第２ 試験日程 

○裁判所事務官 

 

○家庭裁判所調査官補 

試験名 試験日 試験種目 合格者発表日 

総合職試験 
（院卒者区分・

大卒程度区分） 

第
１
次 

５月１１日(土) 
９：００着席※１(９:２５試験開始) 

１１:４５試験終了 
基礎能力試験（多肢選択式） ５月３０日（木） 

第
２
次 

６月８日（土） 
９:４０着席※１(１０:００試験開始) 

１４:４５試験終了 

政策論文試験（記述式） 

７月１１日（木） 専門試験（記述式） 

６月１０日（月） 
～６月２４日（月）※５ 

人物試験Ⅰ（個別面接） 
人物試験Ⅱ（集団討論及び個別面接） 

 

 

試験名 試験日 試験種目 合格者発表日 

総合職試験 
（院卒者区分・

大卒程度区分） 

第
１
次 

５月１１日(土) 
９：００着席※１(９:２５試験開始) 

１６:０５試験終了(特例希望なし) 

１７：４０試験終了(特例希望あり) 

基礎能力試験（多肢選択式） 
５月３０日（木） 

専門試験（多肢選択式） 

第
２
次 

専門試験（記述式・憲法）※２ 

７月４日（木） 

論文試験（小論文）※２、※３ 
６月８日（土） 
９:４０ 着席※１(１０:００試験開始) 

１４:４５試験終了(大卒程度区分) 

１６：２５試験終了(院卒者区分) 

政策論文試験（記述式） 

専門試験 
（記述式・民法、刑法、訴訟法※４） 

６月１０日（月） 
～６月２１日（金）※５ 人物試験（個別面接） 

第
３
次 

７月１６日（火） 
～７月１７日（水）※５ 人物試験（集団討論及び個別面接） ７月３１日（水） 

一般職試験 
（大卒程度区分） 

第
１
次 

５月１１日（土） 
９：００着席※１(９:２５試験開始) 

１７：４０試験終了 

基礎能力試験（多肢選択式） 
５月３０日（木） 

専門試験（多肢選択式） 

第
２
次 

専門試験（記述式・憲法）※２ 

７月３１日（水） 論文試験（小論文）※２ 
６月１０日（月） 
～７月８日（月）※５ 

人物試験（個別面接） 

インターネット申込み ３月１５日(金)１０:00～4 月８日(月) 【受信有効】 
インターネット申込専用アドレス https://www-shiken.courts.go.jp/ 
４月８日(月)までに申込データを受信完了したものに限り受け付けます。 
余裕を持って申込手続を完了してください。 

総合職試験（裁判所事務官、家庭裁判所調査官補）・一般職試験（裁判所事務官、大卒程度区分） 
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第３ 受験資格 

総合職試験 

（裁判所事務官、院卒者区分） 

（家庭裁判所調査官補、院卒者区分） 

平成６年４月２日以降に生まれた者で次に掲げるもの 

１ 大学院の修士課程又は専門職大学院の課程を修了した者及び令
和７年３月までに大学院の修士課程又は専門職大学院の課程を修
了する見込みの者 

２ 最高裁判所が１に掲げる者と同等の資格があると認める者 

総合職試験 

（裁判所事務官、大卒程度区分） 

（家庭裁判所調査官補、大卒程度区分） 

１ 平成６年４月２日から平成１５年４月１日までに生まれた者 

２ 平成１５年４月２日以降に生まれた者で次に掲げるもの 

 ⑴ 大学を卒業した者及び令和７年３月までに大学を卒業する見込
みの者 

 ⑵ 最高裁判所が⑴に掲げる者と同等の資格があると認める者 

一般職試験 

（裁判所事務官、大卒程度区分） 

１ 平成６年４月２日から平成１５年４月１日までに生まれた者 

２ 平成１５年４月２日以降に生まれた者で次に掲げるもの 

  ⑴ 大学を卒業した者及び令和７年３月までに大学を卒業する見込
みの者並びに最高裁判所がこれらの者と同等の資格があると認
める者 

⑵ 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び令和７年３月ま
でに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに
最高裁判所がこれらの者と同等の資格があると認める者 

○ この試験を受けられない者  

 １ 日本の国籍を有しない者  

 ２ 国家公務員法第３８条の規定に該当する者  
・ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者 
・ 懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者  
・ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、
又はこれに加入した者  

※ 最新の受験資格情報については、裁判所ウェブサイト内の採用情報のページにも掲載しますので、確認
してください（https://www.courts.go.jp/saiyo/index.html）。  
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第４ 試験種目・試験の方法・配点比率 
 
 １ 総合職試験（裁判所事務官、院卒者区分） 

試験日 試験種目 内容・出題分野・出題数 解答数 解答時間 
配点 
比率 

第
１
次
試
験 ５月１１日（土） 

基礎能力試験 
（多肢選択式） 

公務員として必要な基礎的な能力
（知能及び知識）についての筆記試
験 
  知能分野 ２４題 
  知識分野 ６題 

３０題 
２時間 
２０分 

２/１５ 

専門試験 
（多肢選択式） 

裁判所事務官に必要な専門的知識
などについての筆記試験 
  必須 憲法 ７題、民法 １３題 
  選択 刑法又は経済理論 １０題  

※1 

３０題 
１時間 
３０分 

２/１５ 

第
２
次
試
験 

論文試験 
（小論文） 

文章による表現力、課題に対する理
解力などについての筆記試験 １題 
                     ※2、※3 

１題 
特例希望
者のみ 

※4 

１時間 
特例希望
者のみ 

※4 

 

６月８日（土） 

専門試験 
（記述式） 

裁判所事務官
（院卒者区分）
に必要な専門
的 知 識な ど に
つ い て の 筆 記
試験   ※５ 

憲法 １題 ※3 １題 １時間 

４/１５ 
民法 １題 
刑法 １題 

２題 ２時間 

民事訴訟法又は 
刑事訴訟法 １題 

※1 
１題 １時間 

政策論文試験 
（記述式） 

組織運営上の課題を理解し、解決策
を企画立案する能力などについての
筆記試験 １題 

１題 
１時間 
３０分 

１/１５ 

６月１０日（月） 

～ 

６月２１日（金) 
人物試験 人柄、資質、能力などについての個別面接 ※６ 

第
３
次
試
験 

７月１６日(火) 

～ 

７月１７日(水) 

人物試験 人柄、資質、能力などについての集団討論及び個別面接 ６/１５ 

 
     …第１次試験日に実施 

 
※１ どちらの科目を解答するかについては、試験当日に問題を見た上で選択できます。 
※２ 特例希望者は、一般職試験（裁判所事務官、大卒程度区分）での合否判定用として解答が必要です。 
※３ 第１次試験日に実施します。 
※４ 特例制度については、５ページを参照してください。 
※５ 憲法では、六法の使用を認めません。民法、刑法及び訴訟法においては、六法を試験場において各受

験者に貸与し、その六法の使用を認めます。 
※６ 第２次試験の合否判定のみに利用します。 

(注) 総合職試験（裁判所事務官、大卒程度区分）及び一般職試験（裁判所事務官、大卒程度区分）と重
なる試験種目については、共通の試験問題で行います。ただし、第２次試験専門試験は、解答する問題
数が異なります。 
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２ 総合職試験（裁判所事務官、大卒程度区分） 

試験日 試験種目 内容・出題分野・出題数 解答数 解答時間 
配点 
比率 

第
１
次
試
験 ５月１１日（土） 

基礎能力試験 
（多肢選択式） 

公務員として必要な基礎的な能力
（知能及び知識）についての筆記試
験 
 知能分野 ２４題 
 知識分野 ６題 

３０題 
２時間 
２０分 

２/１５ 

専門試験 
（多肢選択式） 

裁判所事務官に必要な専門的知識
などについての筆記試験 
 必須 憲法 ７題、民法 １３題 
 選択 刑法又は経済理論 １０題  
                         ※１ 

３０題 
１時間 
３０分 

２/１５ 

第
２
次
試
験 

論文試験 
（小論文） 

文章による表現力、課題に対する理
解力などについての筆記試験 １題   
                      ※２、※３ 

１題 
特例希望
者のみ 

※４ 

１時間 
特例希望
者のみ 

※４ 

 

６月８日（土） 

専門試験 
（記述式） 

裁判所 事務官
（ 大 卒 程 度 区
分）に必要な専
門的知識などに
ついての筆記試
験 ※５ 

憲法 １題 ※３ １題 １時間 

４/１５ 民法 １題 
刑法 １題 

２題 ２時間 

政策論文試験 
（記述式） 

組織運営上の課題を理解し、解決策
を企画立案する能力などについての
筆記試験 １題 

１題 
１時間 
３０分 

１/１５ 

６月１０日（月） 

～ 

６月２１日（金) 
人物試験 人柄、資質、能力などについての個別面接 ※６ 

第
３
次
試
験 

７月１６日(火) 

～ 

７月１７日(水) 
人物試験 人柄、資質、能力などについての集団討論及び個別面接 ６/１５ 

 
     …第１次試験日に実施 

 
※１ どちらの科目を解答するかについては、試験当日に問題を見た上で選択できます。 
※２ 特例希望者は、一般職試験（裁判所事務官、大卒程度区分）での合否判定用として解答が必要です。 
※３ 第１次試験日に実施します。 
※４ 特例制度については、５ページを参照してください。 
※５ 憲法では、六法の使用を認めません。民法及び刑法においては、六法を試験場において各受験者に貸

与し、その六法の使用を認めます。 
※６ 第２次試験の合否判定のみに利用します。 

(注) 総合職試験（裁判所事務官、院卒者区分）及び一般職試験（裁判所事務官、大卒程度区分）と重な
る試験種目については、共通の試験問題で行います。ただし、第２次試験専門試験は、解答する問題数
が異なります。
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３ 一般職試験（裁判所事務官、大卒程度区分） 

試験日 試験種目 内容・出題分野・出題数 解答数 解答時間 
配点 
比率 

第
１
次
試
験 

５月１１日（土） 

基礎能力試験 
（多肢選択式） 

公務員として必要な基礎的な能力
（知能及び知識）についての筆記試
験 
 知能分野 ２４題 
 知識分野 ６題 

３０題 
２時間 
２０分 

２/１０ 

専門試験 
（多肢選択式） 

裁判所事務官に必要な専門的知識
などについての筆記試験 
 必須  憲法 ７題、民法 １３題 
 選択  刑法又は経済理論 １０題 
                          ※１ 

３０題 
１時間 
３０分 

２/１０ 

第
２
次
試
験 

論文試験 
（小論文） 

文章による表現力、課題に対する理
解力などについての筆記試験 １題 
                          ※２ 

１題 １時間 １/１０ 

専門試験 
（記述式） 

裁判所事務官（大卒程度区分）に必
要な専門的知識などについての筆
記試験 
 憲法 １題            ※２、※３ 

１題 １時間 １/１０ 

６月１０日（月） 

～ 

７月８日（月) 

人物試験 人柄、資質、能力などについての個別面接 ４/１０ 

 
      …第１次試験日に実施 

 
※１ どちらの科目を解答するかについては、試験当日に問題を見た上で選択できます。 
※２ 第１次試験日に実施します。 
※３ 六法の使用は認めません。 

 
(注) 総合職試験（裁判所事務官）と重なる試験種目については、共通の試験問題で行います。ただし、

第２次試験専門試験は、解答する問題数が異なります。 
 
 

★ 総合職試験（裁判所事務官、院卒者区分・大卒程度区分）の特例制度について 

⑴ 受験の申込みに際して、特例を希望して、総合職試験（裁判所事務官、院卒者区分・大卒程度区分）の
各試験種目を有効に受験すると、同試験に加え、一般職試験（裁判所事務官、大卒程度区分）の受験者
としても合否判定を受けることができます。 

具体的には、総合職試験（裁判所事務官、院卒者区分・大卒程度区分）の第１次試験において不合格
となった場合には一般職試験（裁判所事務官、大卒程度区分）の第１次試験の、総合職試験（裁判所事
務官、院卒者区分・大卒程度区分）の第２次試験又は第３次試験において不合格となった場合には一般
職試験（裁判所事務官、大卒程度区分）の第２次試験の、それぞれ有効受験者として扱われ、改めて一
般職試験（裁判所事務官、大卒程度区分）の受験者としての合否判定を受けることができます。また、総
合職試験（裁判所事務官、院卒者区分・大卒程度区分）の第３次試験に合格した場合にも、一般職試験
（裁判所事務官、大卒程度区分）の第２次試験の有効受験者として扱われ、一般職試験（裁判所事務官、
大卒程度区分）の合否判定を受けることができます。 

⑵ 特例を希望する受験者は、総合職試験（裁判所事務官、院卒者区分・大卒程度区分）の受験申込みの
際に、特例の希望「有」を選択してください。なお、申込受付後の特例希望の変更は認められません。 

⑶ 特例が適用されるには、総合職試験（裁判所事務官、院卒者区分・大卒程度区分）の各試験種目を全
て有効に受験する必要があります。同試験の試験種目を一つでも欠席又は棄権した場合には、この特例
は適用されません。 

⑷ 特例希望の有無が合否に影響することはありませんし、採用時や採用後に不利に扱われることもありま
せん。
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４ 総合職試験（家庭裁判所調査官補、院卒者区分・大卒程度区分） 

試験日 試験種目 内容・出題分野・出題数 解答数 解答時間 
配点 
比率 

第
１
次
試
験 

５月１１日（土） 
基礎能力試験 
（多肢選択式） 

公務員として必要な基礎的な能力
（知能及び知識）についての筆記
試験 
 知能分野 ２４題 
 知識分野 ６題 

３０題 
２時間 
２０分 

４/１５ 

第
２
次
試
験 

６月８日（土） 

専門試験 
（記述式） 

家庭裁判所調査官補に必要な専
門的知識などについての筆記試
験 
次の５領域から出題される１５題の
うち選択する２題 

※１、※２ 
 

心理学に関する領域（３題） 
教育学に関する領域（３題） 
福祉に関する領域（３題） 
社会学に関する領域（２題） 
法律学に関する領域（民法２題、
刑法２題） 

２題 ２時間 ４/１５ 

政策論文試験 
（記述式） 

組織運営上の課題を理解し、解決
策を企画立案する能力などについ
ての筆記試験 １題 

１題 
１時間 
３０分 

１/１５ 

６月１０日（月） 

～ 

６月２４日（月） 

※ ３ 

人物試験Ⅰ 人柄、資質、能力などについての個別面接 ２/１５ 

人物試験Ⅱ 人柄、資質、能力などについての集団討論及び個別面接 ４/１５ 

 

※１ １５題のうち、どの２題を解答するかについては、試験当日に問題を見た上で選択できます。 
※２ 六法を試験場において各受験者に貸与し、その六法の使用を認めます。 
※３ 人物試験Ⅰ及び人物試験Ⅱは同日に実施される予定です。 

(注) 総合職試験（家庭裁判所調査官補）の院卒者区分と大卒程度区分は共通の試験問題で行います。 
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第５ 勤務地、採用予定人員及び試験地 

 １ 総合職試験（裁判所事務官、院卒者区分・大卒程度区分） 
管轄する高等裁判所 

勤務地 

採用予定人員 
第１次試験地 

第２次試験地 第３次 

試験地 院卒者区分 大卒程度区分 筆記試験 人物試験 

札幌高等裁判所 

 北海道 

５人程度※ 

（採用予定高

裁は、希望等

を勘案して決

定） 

１人程度 
 札幌市    函館市 

 釧路市 

 仙台市    福島市 

 盛岡市    秋田市 

 青森市 

 東京都    横浜市 

 さいたま市 千葉市 

 水戸市    宇都宮市 

 前橋市    静岡市 

 甲府市    長野市 

新潟市 

 名古屋市  津市 

 金沢市    富山市 

 大阪市    京都市 

 神戸市 

 広島市    山口市 

 岡山市    鳥取市 

 松江市 

 高松市    高知市 

 松山市 

 福岡市    長崎市 

 大分市    熊本市 

 鹿児島市  宮崎市 

 那覇市 

第１次試験

地に同じ

（第１次試

験と同一の

試験地で

受験する。） 

札幌市 

東京都 

仙台高等裁判所 

 宮城県 福島県 山形県 

 岩手県 秋田県 青森県 

１人程度 仙台市 

東京高等裁判所 

 東京都 神奈川県 埼玉県 

 千葉県 茨城県 栃木県 

 群馬県 静岡県 山梨県 

 長野県 新潟県 

６人程度 東京都 

名古屋高等裁判所 

 愛知県 三重県 岐阜県 

 福井県 石川県 富山県 

２人程度 名古屋市 

大阪高等裁判所 

 大阪府 京都府 兵庫県 

 奈良県 滋賀県 和歌山県 

４人程度 大阪市 

広島高等裁判所 

 広島県 山口県 岡山県 

 鳥取県 島根県 

２人程度 広島市 

高松高等裁判所 

 香川県 徳島県 高知県 

 愛媛県 

１人程度 高松市 

福岡高等裁判所 

 福岡県 佐賀県 長崎県 

 大分県 熊本県 鹿児島県 

 宮崎県 沖縄県 

３人程度 福岡市 

※ 採用時の勤務地については、本ページ下部の「◆勤務地について」を参照してください。 
 
（注）１ 採用予定人員は、令和６年１月現在のものであり、変動する場合があります。 

２ 試験場は、原則として上記都市内に設けますが、受験者数等の都合により、上記都市周辺に設ける場合
もあります。必ず受験票で確認してください。 

◆試験地について 
①第１次試験及び第２次試験の筆記試験の試験地は、希望する勤務地にかかわりなく、全国の試験地から受験

に便利な試験地を選択することができます。 
②ただし、第２次試験の筆記試験の試験地は、第１次試験の試験地と同じであり、異なる試験地を選択すること

はできません。 
③第２次試験の人物試験は、希望する勤務地を管轄する高等裁判所の所在する試験地で受験することになりま

す。 
④第３次試験の人物試験は、東京都で行います。 
⑤特例希望者については、第１次試験の結果、総合職試験（裁判所事務官）に不合格となり、一般職試験（裁判

所事務官、大卒程度区分）に合格した場合、第２次試験の人物試験の試験地は、一般職試験（裁判所事務官、
大卒程度区分）の第２次試験の人物試験の試験地となります（８ページ参照）。 

試験地の選択例：住所地が横浜市、希望する勤務地が広島県の場合（この場合、希望する勤務地を管轄する
高等裁判所は広島高等裁判所となります。） 

①第１次試験地    （※希望する試験地で受験できます。）   → ①横浜市 
②第２次試験地（筆記試験）（※①と同じ）      → ②横浜市 
③第２次試験地（人物試験）（※希望勤務地を管轄する高等裁判所の所在する試験地） → ③広島市 
④第３次試験地    （※東京都）      → ④東京都 
※特例希望者のみ ⑤一般職試験（裁判所事務官、大卒程度区分）の第２次試験地（人物試験） 

        （※希望勤務地を管轄する高等裁判所の管轄区域内の試験地） → ⑤広島市 

◆勤務地について 
  総合職試験（裁判所事務官、院卒者区分）、総合職試験（裁判所事務官、大卒程度区分）いずれについても、
採用時の勤務地は、希望する勤務地を管轄する高等裁判所の管轄区域内の裁判所の中から決定します。 
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２ 一般職試験（裁判所事務官、大卒程度区分） 
管轄する高等裁判所 

勤務地 
採用予定人員 第１次試験地 

第２次試験地 

筆記試験 人物試験 

札幌高等裁判所 

 北海道 
１５人程度 札幌市    函館市  

釧路市 

 仙台市    福島市 

 盛岡市    秋田市 

 青森市 

 東京都    横浜市 

 さいたま市 千葉市 

 水戸市    宇都宮市 

 前橋市    静岡市 

 甲府市    長野市 

新潟市 

 名古屋市  津市 

 金沢市    富山市 

 大阪市    京都市 

 神戸市 

 広島市    山口市 

 岡山市    鳥取市 

 松江市    

 高松市    高知市 

 松山市 

 福岡市    長崎市 

 大分市    熊本市 

 鹿児島市  宮崎市 

 那覇市  

第１次試験地に

同じ 

（第１次試験と同

一の試験地で受

験する。) 

 札幌市 函館市 釧路市 

仙台高等裁判所 

 宮城県 福島県 山形県 

 岩手県 秋田県 青森県 

２５人程度 
 仙台市 福島市 盛岡市 

 秋田市 青森市 

東京高等裁判所 

 東京都 神奈川県 埼玉県 

 千葉県 茨城県 栃木県 

 群馬県 静岡県 山梨県 

 長野県 新潟県 

１４０人程度 

 東京都 横浜市 

 さいたま市 千葉市 

 水戸市 宇都宮市 

 前橋市 静岡市 甲府市  

 長野市 新潟市 

名古屋高等裁判所 

 愛知県 三重県 岐阜県 

 福井県 石川県 富山県 

２５人程度 
 名古屋市 津市 金沢市 

 富山市 

大阪高等裁判所 

 大阪府 京都府 兵庫県 

 奈良県 滋賀県 和歌山県 

６５人程度  大阪市 京都市 神戸市 

広島高等裁判所 

 広島県 山口県 岡山県 

 鳥取県 島根県 

３０人程度 
 広島市 山口市 岡山市 

 鳥取市 松江市 

高松高等裁判所 

 香川県 徳島県 高知県 愛媛県 
１５人程度  高松市 高知市 松山市 

福岡高等裁判所 

 福岡県 佐賀県 長崎県 

 大分県 熊本県 鹿児島県 

 宮崎県 沖縄県 

６０人程度 

 福岡市 長崎市 大分市 

 熊本市 鹿児島市 

 宮崎市 那覇市 

（注）１ 採用予定人員は、令和６年１月現在のものであり、変動する場合があります。 
２ 試験場は、原則として上記都市内に設けますが、受験者数等の都合により、上記都市周辺に設ける場合
もあります。必ず受験票で確認してください。 

◆試験地について 
①第１次試験及び第２次試験の筆記試験の試験地は、希望する勤務地にかかわりなく、全国の試験地から受

験に便利な試験地を選択することができます。 
②ただし、第２次試験の筆記試験の試験地は、第１次試験の試験地と同じであり、異なる試験地を選択するこ

とはできません。 
③第２次試験の人物試験は、希望する勤務地を管轄する高等裁判所の管轄区域内の試験地から選択するこ

とになります。 
④ただし、第１次試験の試験地が、希望する勤務地を管轄する高等裁判所の管轄区域内にある場合は、同試

験地と異なる試験地を選択することはできません。 

 試験地の選択例１：住所地が東京都、希望する勤務地が石川県の場合（この場合、希望する勤務地を管轄する
高等裁判所は名古屋高等裁判所となります。） 

①第１次試験地   （※希望する試験地で受験できます。）   →① 東京都 
②第２次試験地（筆記試験）（※①と同日に同じ試験地）    →② 東京都 
③第２次試験地（人物試験）（※希望勤務地を管轄する高等裁判所の管轄区域内の試験地） →③ 金沢市 

 試験地の選択例２：住所地が仙台市、希望する勤務地が秋田県の場合（この場合、希望する勤務地を管轄する
高等裁判所は仙台高等裁判所となります。） 

①第１次試験地   （※希望する試験地で受験できます。）    →① 仙台市 
②第２次試験地（筆記試験）（※①と同日に同じ試験地）     →② 仙台市 
③第２次試験地（人物試験）（※第１次試験地が、希望勤務地を管轄する高等裁判所 

の管轄区域内にあるため、①と同じ試験地となります。） →③ 仙台市 

◆勤務地について 
  採用時の勤務地は、希望する勤務地を管轄する高等裁判所の管轄区域内の裁判所の中から決定します。 
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３ 総合職試験（家庭裁判所調査官補、院卒者区分・大卒程度区分） 

採用予定人員 第１次試験地 
第２次試験地 

筆記試験 人物試験 

 
 

院卒者区分 
１０人程度 

 
大卒程度区分 

４０人程度 
 
 

 

札幌市 函館市 釧路市 

第１次試験地に
同じ 

（第１次試験と
同一の試験地
で受験する。） 

札幌市 

仙台市 福島市 盛岡市 秋田市 青森市 仙台市 

東京都 横浜市 さいたま市 千葉市 水戸市 
宇都宮市 前橋市 静岡市 甲府市 長野市 新潟市 

東京都 

名古屋市 津市 金沢市 富山市 名古屋市 

大阪市 京都市 神戸市 大阪市 

広島市 山口市 岡山市 鳥取市 松江市 広島市 

高松市 高知市 松山市 高松市 

福岡市 長崎市 大分市 熊本市 鹿児島市 
宮崎市 那覇市 

福岡市 

（注）１ 採用予定人員は、令和６年１月現在のものであり、変動する場合があります。 
２ 試験場は、原則として上記都市内に設けますが、受験者数等の都合により、上記都市周辺に設ける場合
もあります。必ず受験票で確認してください。 

 ◆試験地について 

 第１次試験地は、全国の試験地から受験に便利な試験地を選択してください。 
 第２次試験の人物試験は、第１次試験地に対応する試験地（上表の第１次試験地の欄に対応する第２次試
験地の人物試験の欄に記載された試験地）で受験することになります。ただし、第１次試験合格者数によって、
第１次試験地に対応する試験地とは異なる試験地で実施する可能性があります。 

 ◆勤務地について 

採用時の勤務地は、全国の大規模の家庭裁判所（札幌家庭裁判所、仙台家庭裁判所、東京家庭裁判所、
横浜家庭裁判所、さいたま家庭裁判所、千葉家庭裁判所、名古屋家庭裁判所、大阪家庭裁判所、京都家庭裁
判所、神戸家庭裁判所、広島家庭裁判所及び福岡家庭裁判所）の中から決定します。 
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第６ 申込手続等 

 １ 申込手続に関する注意事項（インターネット申込みの流れ（１６ページ）も御確認ください。） 

 ⑴ 申し込むことができる「試験の種類」は一つに限ります。二つ以上の申込みをした場合には、受験申込みの
受付ができないことがあります。 

 ⑵ 受験申込みの受付後は、「試験の種類」、「特例希望の有無」、「希望する勤務地を管轄する高等裁判所」
及び「試験地」の変更は認められません。 

 ⑶ 「試験の種類」、「特例希望の有無」、「希望する勤務地を管轄する高等裁判所」及び「試験地」以外の申込
内容の訂正は、第１次試験の際に受け付けますので、住所等の申込内容の訂正を目的とした重複申込みは絶
対にしないでください。 

 ⑷ 誤記や未記入がある場合には、適宜電話等で連絡しますので、申込みをした日から４月２２日（月）まで（土、
日を除く）の間、必ず連絡がとれるようにしておいてください。補正ができなかった場合には、受験申込みの受
付ができないことがあります。 

 ⑸ インターネット申込みによることができない事情がある場合は、申込受付開始前に、１６ページの「申込みに
関する問合せ先」に問い合わせてください。 

 
《大学院を修了した方又は修了する見込みの方へ》 

総合職試験については、院卒者区分を設けた趣旨から、院卒者の方や大学院修了見込みの方は、総合職試
験（院卒者区分）を受験してください。 

２ 個人情報の管理について 

  受験申込み及び試験により取得した個人情報は、適正に管理します。 
 取得した個人情報は、試験手続に利用するほか、最終合格すると氏名・連絡先等採用を行うにあたり必要と認
められる情報については採用手続において利用します。なお、学歴等の事項は、試験結果の分析、今後の効率
的な募集活動等のために利用するものであり、試験結果に影響を与えるものではありません。 

３ 申込方法 

 ⑴ 携帯電話（スマートフォンを含む。）からは受験申込み及び受験票のダウンロードはできません。また、パソコ
ンの機種や環境等により利用できない場合があります。 

 ⑵ インターネット申込専用アドレス（https://www-shiken.courts.go.jp/）にアクセスして必要事項を入力
してください。 

 ⑶ 手続は、「事前登録」と「申込受付」の２段階になっています。「事前登録」だけでは申込みを完了したことに
なりません。それぞれに「完了通知メール」が届きますので、必ず保存してください。 

 ⑷ 「受験票発行通知メール」の送信は４月３０日（火）１３：００～１５：００を予定しています。 
 ⑸ 受験票及び受験票（控）のダウンロード期間は４月３０日（火）１３：００～５月１０日（金）１７：００ですが、なる

べく速やかにダウンロードし、ダウンロードできない場合には、１６ページの「申込みに関する問合せ先」に、５月
１０日（金）１７：００までに問い合わせてください。 

 ⑹ ⑸でダウンロードした受験票及び受験票（控）のファイルは保存した上で紙に印刷して作成してください。 
 ⑺ 受験票には、本人であることが明瞭に確認できる写真（３箇月以内に撮影した、脱帽・上半身・正面向きの

縦４cm、横３cm のもので、裏面に受験番号及び氏名を記入したもの）をはがれないようしっかり貼り、第１次試
験当日に必ず持参してください。写真を忘れた場合や写真の写りが不鮮明な場合には、受験を認めません。 

 ⑻ 第１次試験当日、受験票は回収しますので、受験票の他に受験票（控）も必ず持参してください。 
 
４ 受験上の配慮について 

身体の障害等があるため、着席位置の指定、車椅子、補聴器等の補装具の使用等、受験の際に何らかの配慮
を希望される方は、事前の申出が必要です。申込時に、インターネット申込みサイトの所定欄に、希望する配慮の
内容を記入してください。 

申出の内容や障害の程度を確認の上、場合によっては、障害の程度を証明する書類を提出していただくことが
あります。なお、内容によっては、試験の実施上、配慮できない場合もあります。 
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第７ 受験上の注意事項 

 １ 第１次試験日の携行品（チェックリストとしてもご利用ください。） 
 

⑴ □ 受験票（３箇月以内に撮影した写真を貼ったもの） 
⑵ □ 受験票（控） 
⑶ □ ＨＢの鉛筆又はシャープペンシル（第１次試験で使用します。） 
⑷ □ 黒のペン又はボールペン（インクが容易に消せるものを除きます。第２次試験で使用します。） 
⑸ □ プラスチック製消しゴム 
⑹ □ 時計（時計機能だけのもの。スマートウォッチ等は不可） 
⑺ □ 昼食 

 ※総合職試験（家庭裁判所調査官補）受験者は⑷及び⑺は不要です。 
 

 ２ 注意事項 

⑴ 総合職試験（裁判所事務官）及び一般職試験（裁判所事務官、大卒程度区分）の第２次試験専門試験
（憲法）並びに一般職試験（裁判所事務官、大卒程度区分）の第２次試験論文試験（小論文）（総合職試験
（裁判所事務官）の特例希望者も受験を要する。）は、第１次試験日に実施します。 

⑵ 着席時刻から試験に関する注意事項の説明を開始しますので、必ず同時刻までに受付を済ませ、着席して
ください。試験問題等配布時刻に遅れた場合は、受験は認められません。 

⑶ 試験場内では、掲示内容を確認し、試験官、試験係員及び施設関係者の指示に従ってください。 
⑷ 試験室内では、スマートフォン等の通信機器の使用はできません。 
⑸ 試験中は、受験票、時計（時間の確認にのみ使用し、タイマー、ストップウォッチ等の使用は認めません。ス
マートウォッチ等は不可）及び前記１⑶から⑸までの筆記用具以外のものは机上又は机の中に置かず、必ず
かばん等の中にしまってください。 

⑹ 試験中にスマートフォン等の通信機器を操作した場合、操作しなくても身に付けていた場合、机の上や机の
中などかばん等の外に出していた場合は、不正行為となりますので注意してください。 

⑺ 試験中にトイレに行く場合は、黙って手を挙げ、係員の指示に従ってください。 
⑻ 欠席又は棄権した試験種目がある場合は、それ以降は受験できません。 
⑼ 試験場及びその周辺での駐車はできません。 
⑽ 台風や地震等の災害が発生した場合の試験実施に関する情報については、裁判所ウェブサイト内の採用
情報のページ（https://www.courts.go.jp/saiyo/index.html）をご覧ください。 

 ３ 合格者発表 

⑴ 合格者には合格通知書を送付します。発表の日（１ページ参照）から２日経っても通知書が届かない場合
は、最高裁判所に問い合わせてください（問合せ先は、１６ページの「申込みに関する問合せ先」と同じ。）。 

⑵ 合格者の受験番号は、各発表日に、裁判所ウェブサイト内の採用情報のページに掲載します
（https://www.courts.go.jp/saiyo/index.html）。 

⑶ 裁判所では、有料で試験の合否の連絡を請け負うことは一切行っておりません。 

第８ 合格後の予定 

 

 
１ 最終合格者は、試験の種類ごとに作成される（総合職試験（裁判所事務官）及び一般職試験（裁判所事務
官、大卒程度区分）は高等裁判所の管轄区域ごとに作成される。）採用候補者名簿に高点順に記載されます。
この名簿の有効期間は１年です。 

２ 総合職試験（裁判所事務官）及び一般職試験（裁判所事務官、大卒程度区分）の最終合格者については
希望する勤務地を管轄する高等裁判所の管轄区域内の裁判所を対象に、総合職試験（家庭裁判所調査官
補）の最終合格者については全国の大規模の裁判所を対象に、希望する勤務地、成績等を勘案の上、欠員の
ある裁判所に推薦し、各裁判所において採用諾否の意向照会等をして採用を内定します。 

３ 採用は、おおむね令和７年４月１日になります。ただし、希望する勤務地又は各裁判所の欠員状況によっては、
名簿の有効期間内に推薦（採用）されない場合もあります。また、総合職試験（裁判所事務官）及び一般職試
験（裁判所事務官、大卒程度区分）の最終合格者については、欠員状況等によっては、意向を確認の上、希望
する勤務地を管轄する高等裁判所の管轄区域内の裁判所以外の裁判所に推薦される場合もあります。 

４ 大学院の修士課程又は専門職大学院の課程を修了する見込みの者（最高裁判所がこれらの者と同等の資
格があると認める者を含む。）が総合職試験（院卒者区分）を受験し最終合格したものの、後にこれらの課程
を修了できなかった場合には、原則として採用されません。 

最終合格

採用候補者名簿登載

欠員のある裁判所に推薦

意向照会等

採用

（おおむね令和７年4月1日）
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第９ 職務内容等 

 １ 裁判所の組織について 
我が国は、公平公正な裁判を実現するために三審制度を採用しており、全国に裁判所が設置されています。

各裁判所の組織は、大きく「裁判部」と「事務局」に分けられます。 
 

（https://www.courts.go.jp/saiyo/shigoto/soshiki/index.html） 

 

 ２ 裁判所事務官について 

裁判所事務官に採用されると、各裁判所の裁判部や事務局に配置され、裁判部では裁判所書記官のもと
で各種裁判事務に従事し、事務局では総務課、人事課、会計課等において司法行政事務全般に従事します。 
 裁判所事務官として一定期間在職すると、裁判所書記官となるための裁判所職員総合研修所の裁判所書
記官養成課程の入所試験を受験することができます。裁判所書記官になると、法律の専門家として固有の権
限が付与され、その権限に基づき、法廷立会、調書作成、訴訟上の事項に関する証明、執行文の付与のほか、
支払督促の発付等を行います。さらに、法令や判例を調査したり、弁護士、検察官、訴訟当事者等と打合せを
行うなどして、裁判の円滑な進行を確保することも大きな役割の一つです。裁判所書記官が立ち会わないと法
廷を開くことができないので、裁判所書記官はどの裁判所にも配置されています。 
 なお、総合職試験（裁判所事務官）として採用されると、裁判所職員総合研修所の裁判所書記官養成課程
の入所試験を受験する場合、原則として、採用初年度に限り、院卒者区分合格者は筆記試験が免除され、大
卒程度区分合格者は筆記試験の一部が免除されます。 

３ 家庭裁判所調査官補について 

家庭裁判所調査官補に採用されると、家庭裁判所に配属され、直ちに裁判所職員総合研修所に入所し、家
庭裁判所調査官養成課程において、約２年間にわたり家庭裁判所調査官に任命されるための養成研修（採
用庁における約１年間の実務修習を含む。）を受けます。 
 家庭裁判所調査官になると、調査を行う権限が付与され、夫婦、親族、子どもをめぐる争いなどの家庭に関す
る事件において紛争当事者や紛争の下にある子どもに対して、あるいは少年事件において非行のあった少年
及びその保護者に対して、面接調査をしたり、関係機関との調整を行ったりします。紛争の背景にどのような事
情があるか、子どもの状況や心情はどのようなものか、紛争解決のために何が必要か、少年がなぜ非行に至
り、どのようにすれば立ち直ることができるか等を、行動科学の知見等に基づいて分析して明らかにし、裁判官
に報告することで、裁判所の判断を支えていくことになります。 

               

（https://www.courts.go.jp/saiyo/shigoto/index.html） 

 

４ 裁判所書記官・家庭裁判所調査官養成課程について 

埼玉県和光市にある裁判所職員総合研修所において、裁判所書記官又は家庭裁判所調査官になるため
の養成研修が行われています。 

                 

（https://www.courts.go.jp/saiyo/shigoto/kensyusei/index.html） 

 

YouTube、各種 SNS でも採用試験情報や採用イベント情報を随時発信しています。 

より詳しく知りたい方は
こちら 

裁判所の魅力や職場の
雰囲気をご紹介 

研修生へのインタビュー
も掲載中 

YouTube Facebook 
X(旧 Twitter) 

（@saibansho_saiyo） 

Instagram 

（@saibansho.saiyo） 
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第１０ 給与（次の額は、令和６年４月１日現在のものです（予定）。） 

試験の種類 
初任給 

（東京都特別区内に勤務する場合の例） 
諸手当の例 

総合職試験 
（院卒者区分） 

２６８,９２０円 
（行政職俸給表（一）２級１１号俸）  期末・勤勉手当…１年間に俸給月額などの 

約４.５箇月分 
 通勤手当…………６箇月定期券の価額等 

       （１箇月当たり最高５５,０００円） 
 住居手当…………最高２８,０００円 
 扶養手当…………配偶者６,５００円等 
 超過勤務手当等 

総合職試験 
（大卒程度区分） 

２４０,８４０円 
（行政職俸給表（一）２級１号俸） 

一般職試験 
（裁判所事務官、

大卒程度区分） 

２３５,４４０円 
（行政職俸給表（一）１級２５号俸） 

 

第１１ 参考事項（令和５年度の実施状況） 

１ 裁判所事務官 

（注）１ （ ）内の数字は女性の人数（内数）です。 
２ 一般職試験（裁判所事務官、大卒程度区分）の申込者数には、総合職試験（裁判所事務官、院卒者区
分）の特例希望者６６人及び総合職試験（裁判所事務官、大卒程度区分）の特例希望者５３５人が含まれ
ています。 

２ 家庭裁判所調査官補 
 

 申込者数 最終合格者数 

総合職試験（家庭裁判所調査官補） 
院卒者区分 １３３（９２） １４（１３） 

大卒程度区分 ５６１（３６５） ６１（５０） 

（注） （ ）内の数字は女性の人数（内数）です。 

 
総合職試験（裁判所事務官） 一般職試験（裁判所事務官） 

院卒者区分 大卒程度区分 大卒程度区分 

希望する勤務地 申込者数 最終合格者数 申込者数 最終合格者数 申込者数 最終合格者数 

札幌高等裁判所の 

管轄区域内 
1 (0) - - 15 (6) 0 (0) 360 (153) 121 (69) 

仙台高等裁判所の 

管轄区域内 
3 (0) - - 21 (5) 2 (1) 671 (308) 202 (103) 

東京高等裁判所の 

管轄区域内 
36 (17) 2 (1) 281 (112) 7 (3) 4,395 (2,087) 1,072 (610) 

名古屋高等裁判所の 

管轄区域内 
6 (4) 0 (0) 50 (18) 2 (2) 1,179 (581) 171 (98) 

大阪高等裁判所の 

管轄区域内 
15 (4) 1 (1) 78 (30) 4 (3) 1,944 (988) 294 (178) 

広島高等裁判所の 

管轄区域内 
1 (1) 1 (1) 26 (7) 1 (1) 781 (366) 149 (88) 

高松高等裁判所の 

管轄区域内 
0 (0) - - 25 (13) 0 (0) 586 (287) 74 (42) 

福岡高等裁判所の 

管轄区域内 
10 (3) 2 (1) 61 (27) 3 (3) 1,553 (806) 268 (171) 

合計 72 (29) 6 (4) 557 (218) 19 (13) 11,469 (5,576) 2,351 (1,359) 
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○第１次試験地にある裁判所 

１ 総合職試験（裁判所事務官、院卒者区分・大卒程度区分）・一般職試験（裁判所事務官、大卒程度区分） 
 

第１次試験地 問合せ先 郵便番号 所在地 電話番号 

札 幌 市 札幌地方裁判所事務局人事課 ０６０-００４２ 札幌市中央区大通西１１ ０１１（３５０）４８０７ 

函 館 市 函館地方裁判所事務局総務課 ０４０-８６０１ 函館市上新川町１－８ ０１３８（３８）２３６６ 

釧 路 市 釧路地方裁判所事務局総務課 ０８５-０８２４ 釧路市柏木町４－７ ０１５４（９９）１２０３ 

仙 台 市 仙台地方裁判所事務局人事課 ９８０-８６３９ 仙台市青葉区片平１－６－１ ０２２（２２２）４１６６ 

福 島 市 福島地方裁判所事務局総務課 ９６０-８５１２ 福島市花園町５－３８ ０２４（５３４）２１９６ 

盛 岡 市 盛岡地方裁判所事務局総務課 ０２０-８５２０ 盛岡市内丸９－１ ０１９（６２２）３３５２ 

秋 田 市 秋田地方裁判所事務局総務課 ０１０-８５０４ 秋田市山王７－１－１ ０１８（８０３）０５０６ 

青 森 市 青森地方裁判所事務局総務課 ０３０-８５２２ 青森市長島１－３－２６ ０１７（７２２）５４２８ 

東 京 都 東京地方裁判所事務局人事課 １００-８９２０ 東京都千代田区霞が関１－１－４ ０３（３５８１）２４６９ 

横 浜 市 横浜地方裁判所事務局人事課 ２３１-８５０２ 横浜市中区日本大通９ ０４５（６６４）８７５１ 

さいたま市 さいたま地方裁判所事務局人事課 ３３０-００６３ さいたま市浦和区高砂３－１６－４５ ０４８（８６３）８５２４ 

千 葉 市 千葉地方裁判所事務局人事課 ２６０-００１３ 千葉市中央区中央４－１１－２７ ０４３（３３３）５２４３ 

水 戸 市 水戸地方裁判所事務局総務課 ３１０-００６２ 水戸市大町１－１－３８ ０２９（２２４）８４２１ 

宇都宮市 宇都宮地方裁判所事務局総務課 ３２０-８５０５ 宇都宮市小幡１－１－３８ ０２８（６２１）４７４４ 

前 橋 市 前橋地方裁判所事務局総務課 ３７１-８５３１ 前橋市大手町３－１－３４ ０２７（２３１）４９０２ 

静 岡 市 静岡地方裁判所事務局総務課 ４２０-８６３３ 静岡市葵区追手町１０－８０ ０５４（２５１）６２３５ 

甲 府 市 甲府地方裁判所事務局総務課 ４００-００３２ 甲府市中央１－１０－７ ０５５（２３５）１１３４ 

長 野 市 長野地方裁判所事務局総務課 ３８０-０８４６ 長野市旭町１１０８ ０２６（４０３）２０１０ 

新 潟 市 新潟地方裁判所事務局総務課 ９５１-８５１１ 新潟市中央区学校町通１－１ ０２５（２２２）４１７８ 

名古屋市 名古屋地方裁判所事務局人事課 ４６０-８５０４ 名古屋市中区三の丸１－４－１ ０５２（２０３）９７６７ 

津   市 津地方裁判所事務局総務課 ５１４-８５２６ 津市中央３－１ ０５９（２２６）４８７６ 

金 沢 市 金沢地方裁判所事務局総務課 ９２０-８６５５ 金沢市丸の内７－１ ０７６（２６２）４４３５ 

富 山 市 富山地方裁判所事務局総務課 ９３９-８５０２ 富山市西田地方町２－９－１ ０７６（４２１）６３１９ 

大 阪 市 大阪地方裁判所事務局人事課 ５３０-８５２２ 大阪市北区西天満２－１－１０ ０６（６３１６）２６２５ 

京 都 市 京都地方裁判所事務局人事課 ６０４-８５５０ 京都市中京区菊屋町 ０７５（２５７）９１３９ 

神 戸 市 神戸地方裁判所事務局人事課 ６５０-８５７５ 神戸市中央区橘通２－２－１ ０７８（３６７）１０２６ 

広 島 市 広島地方裁判所事務局人事課 ７３０-００１２ 広島市中区上八丁堀２－４３ ０８２（２２８）０４８６ 

山 口 市 山口地方裁判所事務局総務課 ７５３-００４８ 山口市駅通り１－６－１ ０８３（９２２）９１３７ 

岡 山 市 岡山地方裁判所事務局総務課 ７００-０８０７ 岡山市北区南方１－８－４２ ０８６（２２２）４１２６ 

鳥 取 市 鳥取地方裁判所事務局総務課 ６８０-００１１ 鳥取市東町２－２２３ ０８５７（２２）２１７１ 

松 江 市 松江地方裁判所事務局総務課 ６９０-８５２３ 松江市母衣町６８ ０８５２（２６）１９６９ 

高 松 市 高松地方裁判所事務局総務課 ７６０-８５８６ 高松市丸の内１－３６ ０８７（８５１）１５３８ 

高 知 市 高知地方裁判所事務局総務課 ７８０-８５５８ 高知市丸ノ内１－３－５ ０８８（８２２）０５８５ 

松 山 市 松山地方裁判所事務局総務課 ７９０-８５３９ 松山市一番町３－３－８ ０８９（９０３）４３８１ 

福 岡 市 福岡地方裁判所事務局人事課 ８１０-８６５３ 福岡市中央区六本松４－２－４ ０９２（９８１）９６４２ 

長 崎 市 長崎地方裁判所事務局総務課 ８５０-８５０３ 長崎市万才町９－２６ ０９５（８０４）４１１５ 

大 分 市 大分地方裁判所事務局総務課 ８７０-８５６４ 大分市荷揚町７－１５ ０９７（５３２）７１６１ 

熊 本 市 熊本地方裁判所事務局総務課 ８６０-８５１３ 熊本市中央区京町１－１３－１１ ０９６（２４１）８９２３ 

鹿児島市 鹿児島地方裁判所事務局総務課 ８９２-８５０１ 鹿児島市山下町１３－４７ ０９９（８０８）３７０７ 

宮 崎 市 宮崎地方裁判所事務局総務課 ８８０-８５４３ 宮崎市旭２－３－１３ ０９８５（６８）５１２４ 

那 覇 市 那覇地方裁判所事務局総務課 ９００-８５６７ 那覇市樋川１－１４－１ ０９８（９１８）３３１８ 

※ 電話による問合せ 午前９時から午後５時まで（土・日・祝日を除く） 
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２ 総合職試験（家庭裁判所調査官補、院卒者区分・大卒程度区分） 
 

第１次試験地 問合せ先 郵便番号 所在地 電話番号 

札 幌 市 札幌家庭裁判所事務局総務課 ０６０-００４２ 札幌市中央区大通西１２ ０１１（３５０）４６６０ 

函 館 市 函館家庭裁判所事務局総務課 ０４０-８６０２ 函館市上新川町１－８ ０１３８（３８）２３６６ 

釧 路 市 釧路家庭裁判所事務局総務課 ０８５-０８２４ 釧路市柏木町４－７ ０１５４（９９）１２０３ 

仙 台 市 仙台家庭裁判所事務局総務課 ９８０-８６３７ 仙台市青葉区片平１－６－１ ０２２（７４５）６２０４ 

福 島 市 福島家庭裁判所事務局総務課 ９６０-８５１２ 福島市花園町５－３８ ０２４（５３４）２１９６ 

盛 岡 市 盛岡家庭裁判所事務局総務課 ０２０-８５２０ 盛岡市内丸９－１ ０１９（６２２）３３５２ 

秋 田 市 秋田家庭裁判所事務局総務課 ０１０-８５０４ 秋田市山王７－１－１ ０１８（８０３）０５０６ 

青 森 市 青森家庭裁判所事務局総務課 ０３０-８５２３ 青森市長島１－３－２６ ０１７ (７２２) ５４２８ 

東 京 都 東京家庭裁判所事務局人事課 １００-８９５６ 東京都千代田区霞が関１－１－２ ０３（３５０２）７１０８ 

横 浜 市 横浜家庭裁判所事務局総務課 ２３１-８５８５ 横浜市中区寿町１－２ ０４５（３４５）３５０７ 

さいたま市 さいたま家庭裁判所事務局総務課 ３３０-００６３ さいたま市浦和区高砂３－１６－４５ ０４８（８６３）８７６２ 

千 葉 市 千葉家庭裁判所事務局総務課 ２６０-００１３ 千葉市中央区中央４－１１－２７ ０４３（３３３）５３０４ 

水 戸 市 水戸家庭裁判所事務局総務課 ３１０-００６２ 水戸市大町１－１－３８ ０２９（２２４）８５１３ 

宇都宮市 宇都宮家庭裁判所事務局総務課 ３２０-８５０５ 宇都宮市小幡１－１－３８ ０２８（６２１）４８４５ 

前 橋 市 前橋家庭裁判所事務局総務課 ３７１-８５３１ 前橋市大手町３－１－３４ ０２７ (２３１) ４９６７ 

静 岡 市 静岡家庭裁判所事務局総務課 ４２０-８６０４ 静岡市葵区城内町１－２０ ０５４（２７３）８７３０ 

甲 府 市 甲府家庭裁判所事務局総務課 ４００-００３２ 甲府市中央１－１０－７ ０５５ (２３５) １１３４ 

長 野 市 長野家庭裁判所事務局総務課 ３８０-０８４６ 長野市旭町１１０８ ０２６（４０３）２０１０ 

新 潟 市 新潟家庭裁判所事務局総務課 ９５１-８５１３ 新潟市中央区川岸町１－５４－１ ０２５（３３３）００５５ 

名古屋市 名古屋家庭裁判所事務局総務課 ４６０-０００１ 名古屋市中区三の丸１－７－１ ０５２（２２３）０９９６ 

津   市 津家庭裁判所事務局総務課 ５１４-８５２６ 津市中央３－１ ０５９ (２２６) ４８７６ 

金 沢 市 金沢家庭裁判所事務局総務課 ９２０-８６５５ 金沢市丸の内７－１ ０７６（２６２）４４３５ 

富 山 市 富山家庭裁判所事務局総務課 ９３９-８５０２ 富山市西田地方町２－９－１ ０７６ (４２１) ６３１９ 

大 阪 市 大阪家庭裁判所事務局人事課 ５４０-０００８ 大阪市中央区大手前４－１－１３ ０６（６９４３）５４９３ 

京 都 市 京都家庭裁判所事務局総務課 ６０６-０８０１ 京都市左京区下鴨宮河町１ ０７５（７２２）７２１１ 

神 戸 市 神戸家庭裁判所事務局総務課 ６５２-００３２ 神戸市兵庫区荒田町３－４６－１ ０７８（５２１）５９１０ 

広 島 市 広島家庭裁判所事務局総務課 ７３０-００１２ 広島市中区上八丁堀１－６ ０８２（２２８）０５７３ 

山 口 市 山口家庭裁判所事務局総務課 ７５３-００４８ 山口市駅通り１－６－１ ０８３（９２２）９１３７ 

岡 山 市 岡山家庭裁判所事務局総務課 ７００-０８０７ 岡山市北区南方１－８－４２ ０８６（２２２）４１５７ 

鳥 取 市 鳥取家庭裁判所事務局総務課 ６８０-００１１ 鳥取市東町２－２２３ ０８５７（２２）２１７１ 

松 江 市 松江家庭裁判所事務局総務課 ６９０-８５２３ 松江市母衣町６８ ０８５２（２６）１９６９ 

高 松 市 高松家庭裁判所事務局総務課 ７６０-８５８５ 高松市丸の内２－２７ ０８７（８５１）１６３２ 

高 知 市 高知家庭裁判所事務局総務課 ７８０-８５５８ 高知市丸ノ内１－３－５ ０８８（８２２）０５８５ 

松 山 市 松山家庭裁判所事務局総務課 ７９０-０００６ 松山市南堀端町２－１ ０８９（９４２）００８５ 

福 岡 市 福岡家庭裁判所事務局総務課 ８１０-８６５２ 福岡市中央区六本松４－２－４ ０９２（９８１）９６５０ 

長 崎 市 長崎家庭裁判所事務局総務課 ８５０-００３３ 長崎市万才町６－２５ ０９５ (８０４) ４１４３ 

大 分 市 大分家庭裁判所事務局総務課 ８７０-８５６４ 大分市荷揚町７－１５ ０９７ (５３２) ７１６１ 

熊 本 市 熊本家庭裁判所事務局総務課 ８６０-０００１ 熊本市中央区千葉城町３－３１ ０９６（２０６）５１５６ 

鹿児島市 鹿児島家庭裁判所事務局総務課 ８９２-８５０１ 鹿児島市山下町１３－４７ ０９９（８０８）３７０７ 

宮 崎 市 宮崎家庭裁判所事務局総務課 ８８０-８５４３ 宮崎市旭２－３－１３ ０９８５（６８）５１２４ 

那 覇 市 那覇家庭裁判所事務局総務課 ９００-８６０３ 那覇市樋川１－１４－１０ ０９８（８５５）１２８８ 

※ 電話による問合せ 午前９時から午後５時まで（土・日・祝日を除く） 
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裁判所ナビゲーター 

さ い た ん 

 

◆インターネット申込みの流れ 

 １ 事前登録・申込みを行う。 ★インターネット申込専用アドレス（https://www-shiken.courts.go.jp/） 
 
３月１５日（金）１０：００～４月８日（月）［受信有効］ 
 
 
①事前登録 
 
 
 
②事前登録完了通知メール受信 
 
 ★ユーザーID を通知します。 
★ユーザーID の記載されたメールは必ず保存してください。 

ユーザーID と事前登録時に設定したパスワードの照会には原則として応じられませんので、必ず控えて
おいてください。 

【メモ欄】 

 

③申込み 

 

 

④申込完了通知メール受信 
 
 ★このメールは必ず保存してください。 

 ２ 受験票をダウンロードする。 
 
４月３０日（火）１３：００ ～ ５月１０日（金）１７：００ 
（ダウンロードできない場合の問合せ期限：５月１０日（金）１７：００まで） 
 
① 受験票及び受験票（控）ダウンロード・保存・印刷 

※受験票の印刷の際には、事前登録時に設定したパスワードを入力する必要があります。コンビニエンス
ストア等のマルチコピー機には対応していません。 

② 受験票作成（のり付け、切り取り） 
③ 写真貼付 

※ 受験票には、本人であることが明瞭に確認できる写真（３箇月以内に撮影した、脱帽・上半身・正面向
きの縦４cm、横３cm のもので、裏面に受験番号及び氏名を記入したもの）を貼付してください。写真を
忘れた場合や写真の写りが不鮮明な場合には、受験を認めません。 

※ 受験票（控）も第１次試験当日に持参してください。 

 

 

 

(申込みに関する問合せ先) 

最高裁判所事務総局人事局総務課職員採用試験係 

 ０３－３２６４－５７５８（直通）  

※午前９時から午後５時まで（土・日・祝日を除く） 

ユーザーID  

パスワード  

★事前登録だけでは申込み完了になりません。 


